
議案第１８７号 

 

   静岡市母子療育訓練センター条例の一部改正について 

 

 静岡市母子療育訓練センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２８年６月２１日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

静岡市母子療育訓練センター条例の一部を改正する条例 

静岡市母子療育訓練センター条例（平成15年静岡市条例第159号）の一部を次のように改正

する。 

第６条第１号中「小学校入学前」を「小学校就学の始期に達するまで」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


